
船舶事故調査報告書 

令和元年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成３０年８月５日 １１時０１分ごろ 

発生場所 広島県廿日市
は つ かい ち

市宮島南方の砂浜 

 御山
み せ ん

二等三角点から真方位１１３°１海里付近 

 （概位 北緯３４°１６.４′ 東経１３２°２０.３′） 

事故の概要  水上オートバイULTRA
ウ ル ト ラ

２５０ X
エックス

は、浮体をえい
．．

航して右旋回中、

浮体が錨泊中の水上オートバイ船名不詳に接触し、浮体の搭乗者１人

が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年９月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ULTRA２５０X、０.１トン 

   ２７０－４６４１９広島、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ 船名不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

 負傷者 Ａ 負傷 １人（浮体の搭乗者） 

Ｂ なし 

 損傷 不明 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、搭乗者２人を乗せた浮体（以下

「本件浮体」という。）をえい
．．

航して右旋回中、本件浮体が錨泊中の

Ｂ船に接触し、搭乗者１人が負傷した。 

分析  Ａ船は、本件浮体をえい
．．

航して右旋回中、本件浮体が錨泊中のＢ船

に接触し、搭乗者１人が負傷した可能性があると考えられるが、船長

Ａから情報が得られなかったため、接触及び負傷に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が、本件浮体をえい
．．

航して右旋回中、本件浮体が錨

泊中のＢ船に接触したことにより発生した可能性があると考えられ

る。 


